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委
員
会
審
査

条

例

等

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

国
家
公
務
員
及
び
埼
玉
県
職
員
の
給

与
改
定
に
合
わ
せ
、
一
般
職
の
職
員
の

給
料
月
額
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合

を
改
定
等
す
る
も
の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

議
会
議
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、

職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
と
の

均
衡
を
図
る
た
め
、
支
給
割
合
を
改
定

す
る
も
の
で
す
。

市
長
及
び
副
市
長
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
及
び
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
委
員
会
教

育
長
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、
職
員
の

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
と
の
均
衡
を

図
る
た
め
、
支
給
割
合
を
改
定
す
る
も

の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬

等
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
会
計
年
度
任
用
職

員
の
報
酬
等
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
で
す
。

一
般
職
非
常
勤
職
員
か
ら
会
計
年

度
任
用
職
員
へ
移
行
し
た
場
合
の
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勤
務
条
件
の
変
更
点
は
。

人
事
課
長　

報
酬
額
に
関
し
て
は
、

フ
ル
タ
イ
ム
に
は
地
域
手
当
、
期

末
手
当
及
び
退
職
手
当
を
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
に
は
地
域
手
当
相
当
分
を
含
む
報

酬
と
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
な

り
、
収
入
は
増
え
る
。
服
務
に
関
し
て

は
、
既
に
地
方
公
務
員
法
の
適
用
を
行

っ
て
お
り
、
条
件
付
採
用
期
間
と
人
事

評
価
が
新
た
に
加
わ
る
。
勤
務
時
間
や

休
日
は
、
現
行
と
変
わ
ら
な
い
。

鶴
ヶ
島
市
児
童
館
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

児
童
館
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
を

図
る
た
め
、
指
定
管
理
者
の
管
理
す
る

児
童
館
の
休
館
日
を
変
更
す
る
も
の
で

す
。

各
児
童
館
の
利
用
状
況
は
。

こ
ど
も
支
援
課
長　

平
成
30
年
度

と
29
年
度
を
比
較
す
る
と
、
学
童

保
育
室
と
連
携
し
て
利
用
を
促
進
し
た

西
児
童
館
は
増
え
た
が
、
ほ
か
は
児
童

数
の
減
少
に
よ
り
減
少
し
た
。

直
営
の
脚
折
児
童
館
を
指
定
管
理

に
す
る
予
定
は
。

こ
ど
も
支
援
課
長　

北
市
民
セ
ン

タ
ー
併
設
で
、
老
朽
化
が
進
ん
で

い
る
た
め
、
指
定
管
理
に
は
し
な
い
。

鶴
ヶ
島
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
お
け
る
連
携
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施
設
の
確
保
に
係
る
特
例
等
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

基
準
の
緩
和
で
保
育
の
質
は
確
保

さ
れ
る
の
か
。

こ
ど
も
支
援
課
主
席
主
幹　

緩
和

措
置
に
対
し
て
は
、
確
実
に
質
を

保
つ
よ
う
条
件
等
を
付
け
て
お
り
、
質

の
低
下
等
は
招
か
な
い
と
考
え
る
。

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
基
礎
課
税
額

に
係
る
賦
課
限
度
額
の
引
上
げ
を
す
る

も
の
で
す
。

鶴
ヶ
島
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

土
地
台
帳
の
閲
覧
を
廃
止
す
る
こ
と

に
伴
い
、
公
簿
等
の
閲
覧
に
係
る
手
数

料
の
規
定
を
削
除
等
す
る
も
の
で
す
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

　

鶴
ヶ
島
市
農
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の
指

定
管
理
者
の
指
定
を
す
る
も
の
で
す
。

ア
イ
ル
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株

式
会
社
の
他
市
町
で
の
運
営
実
績
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は
。

産
業
振
興
課
長　

観
光
施
設
で
は

桶
川
市
の
べ
に
花
ふ
る
さ
と
館
、

寄
居
町
の
里
の
駅
ア
グ
リ
ン
館
が
あ
り
、

文
化
施
設
で
は
坂
戸
市
の
オ
ル
モ
が
あ

る
。
ほ
か
に
も
埼
玉
県
内
で
体
育
施
設
、

公
園
関
係
な
ど
、
多
数
の
実
績
が
あ
る
。

現
在
、
外
部
に
委
託
し
て
い
る
清

掃
・
警
備
職
員
の
雇
用
は
。

産
業
振
興
課
長　

既
存
職
員
の
継

続
雇
用
の
提
案
が
出
さ
れ
て
い
る
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

　

鶴
ヶ
島
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
逆

木
荘
」
の
指
定
管
理
者
の
指
定
を
す
る

も
の
で
す
。

応
募
が
１
者
の
み
で
あ
る
こ
と
の

説
明
と
、
本
件
の
み
指
定
期
間
が

４
年
間
で
あ
る
理
由
は
。

高
齢
者
福
祉
課
長　

公
募
時
の
現

場
説
明
会
に
は
２
者
の
参
加
が
あ

っ
た
が
、
応
募
は
１
者
の
み
と
な
っ
た
。

指
定
期
間
に
つ
い
て
は
、
借
地
問
題
の

解
消
等
を
検
討
す
る
た
め
、
一
体
で
土

地
を
借
り
て
い
る
隣
接
の「
き
い
ち
ご
」

と
期
間
を
揃
え
る
も
の
で
あ
る
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

　

鶴
ヶ
島
市
上
広
谷
児
童
館
の
指
定
管

理
者
の
指
定
を
す
る
も
の
で
す
。

現
在
と
同
じ
指
定
管
理
者
と
な
る

が
、
新
規
事
業
の
提
案
の
有
無
は
。

こ
ど
も
支
援
課
長　

乳
幼
児
と
小

・
中
・
高
生
の
触
れ
合
い
事
業
と
、
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パ
パ
と
小
・
中
・
高
生
の
妊
婦
体
験
事

業
の
提
案
が
あ
っ
た
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

　

鶴
ヶ
島
市
大
橋
児
童
館
の
指
定
管
理

者
の
指
定
を
す
る
も
の
で
す
。

指
定
管
理
者
が
変
更
と
な
る
こ
と

で
影
響
は
な
い
か
。

こ
ど
も
支
援
課
長　

円
滑
な
引
継

ぎ
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
心
配
が

あ
る
た
め
、
仕
様
書
の
中
で
２
か
月
以

上
の
引
継
期
間
を
明
記
し
て
い
る
。
引

継
会
議
を
実
施
す
る
際
に
は
、
市
職
員

が
同
席
す
る
予
定
で
あ
る
。

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

　

鶴
ヶ
島
市
西
児
童
館
の
指
定
管
理
者

の
指
定
を
す
る
も
の
で
す
。

大
き
な
利
益
を
出
す
こ
と
を
予
定

し
て
い
な
い
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
よ
る

運
営
に
関
す
る
危
機
管
理
は
。

こ
ど
も
支
援
課
長　

指
定
管
理
の

チ
ェ
ッ
ク
の
中
で
法
人
の
事
業
全

体
の
確
認
を
し
て
い
く
。

指
定
管
理
者
選
定
等
委
員
会
委
員

の
識
見
者
と
は
。
ま
た
、
女
性
も

委
員
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
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